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 申 10 号                 【10 月 31 日第１回交渉〜趣旨説明〜】 

２０２５年度 年末手当に関する申し入れ 

 

r 申 3号（組織再編の解明）交渉に関する会社の姿勢は「検討中・調整中」との回答を繰り返し、一方的に施策
を強行していることについて、組合員の利益を損ねる団体交渉の形骸化であり労使間協約や団体交渉権の否
定にあたることから、10 月 29 日に東京都労働委員会に対し、誠実交渉義務の履行を求める「あっせん」
申請を行い受理された。組合として、組合員の不利益になるような事項には安易な妥協を選択する考えはな
い。 

r 2025 年度年末手当の「基準額」は労働条件に関する協約 371 条「基準額については交渉して決定する」
と明記されていることから、本申し入れに基づき基本給・管理手当等に加え、扶養手当・都市手当・別居手
当・寒冷地手当（1/4）の合計額を算出基礎に要求する。新人事・賃金制度案では「仕事に対する手当」と
「生活に対する手当」に分けており、従前の基準内賃金の考えでなければいけなとは考えていない。 

r 上記の算出基礎に基づき「3.5 ヶ月分」の支給（エルダー社員含む）を要求する。根拠として、10月30 日
公表の第 2 四半期決算を挙げ、運輸事業の増収やインバウンド需要により、単体営業収益が過去 2 番目の水
準に達し、通期業績予想の上方修正や株主配当の増額も行われており、組合員の奮闘による好業績に見合っ
た適正な還元を求める。 

r 消費者物価指数は上昇し続け、物価高騰に賃金が追いつかず実質賃金が低下し続けている現状。好業績結果を
つくりあげてきた努力に報い、生活保障への緊急措置として、全社員（エルダー社員含む）に「一律 10 万
円」の支給を求める。 

r 会社が「稼ぐ」ことを追求するあまり、安全や利用者の安全・利便性が軽視されている。運賃値上げの公聴会
では、３名の公述人すべてから反対の意見が述べられ、その１人である社員は運賃値上げについて社員への
周知が不十分と指摘したところ、喜㔟社長は「私どもの経営姿勢を問われる筋合いではありません」と回答
した。「社員から経営姿勢を問われる筋合いはない」と発言されたも同然であるこの傲慢で独善的な態度は
「誰の声も、誰からの意見も聞く余地はない」というＪＲ東日本の経営体質の本質を露呈した。総合車両製
作所のデータ改ざん、アトレ等の独禁法違反、新幹線の重大インシデントなど、不祥事や安全上の問題が頻発
していること等、経営責任を指摘しました。 
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¦ これまで経営環境が⽬まぐるしく変化する中、世の中の⼤きな変容を好機と捉え、強靭な経営体質の構築の
ため構造改⾰を推進し、当社の成⻑を牽引することが出来たのは社員⼀丸となった取り組みの成果であり、
決算の数字として表れていると認識している。 

¦ ⼀⽅で中⻑期的な社会情勢や経済動向を⾒ると、当社を取り巻く経営環境は引き続き厳しさを増すものと想
定され、その厳しい状況に備えてもう⼀段の増収に向けての努⼒が必要である。「勇翔２０３４」などの⼆軸
経営の強みを⽣かし、これまでのあたり前を超え、融合と連携によるシナジーを創出することで当社の成⻑
軌道を更に⼤きくステージアップすることを⽬指す。 

¦ JR 東⽇本グループは「四⽅よし」の経営を掲げ、より良い世の中を創るために事業活動をし、利益成⻑の成
果はお客さま・地域の皆さま・株主や投資家の皆さま、そして社員やその家族に還元するとともに社員のグ
ループの成⻑に振り向ける経営⽅針を明らかにしている。運賃改定で負担増をお願いするお客さま・地域の
皆さまには更なる安全・サービスのレベル向上でお応えしていかなければならない⼀⽅で「勇翔２０３４」
の⽬指す配当性向 40％を踏まえ、今回増配を⾏うことした。年末⼿当の議論に当たっては情勢を踏まえると
ともに他⽅で直近の第⼆四半期決算の状況や今年実施しました平均 2 万円を超える⽔準の基本給改定やこ
れまで実施してきた処遇改善などを踏まえ総合的に判断していく。 
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